
別紙様式４

日高地区燃料類単価契
約

分任支出負
担行為担当
官日高北部
森林管理署
長安永正治

沙流郡日高
町栄町東２
丁目258－３

平成21年4月1日
平取町農業
協同組合

北海道沙流
郡平取町本
町40番地１

会計法第29
条の３第５
項、予算決
算及び会計
令第99条の
２（不落随
意契約）

－ － － － 1,728,000 － － － 3 0 － 単価契約

庁舎敷地借上料（留萌南
部森林管理署）

分任支出負
担行為担当
官留萌南部
森林管理署
長堀口輝幸

留萌市錦町
4丁目3-8

平成21年4月1日 個人 個人

会計法第29
条の３第４
項（賃貸借
契約）

当該場所でなけ
れば行政事務を
行うことが不可能
であることから場
所が限定され、
供給者が一に特
定されるため

－ － － 3,378,665 － － － － － －

平成２１年度電子複写機
賃貸契約

分任支出負
担行為担当
官上川北部
森林管理署
長後藤昭由

上川郡下川
町緑町２１
－４

平成21年4月1日
株式会社旭
友興林

旭川市神楽
４条５丁目１
－３２

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
恵贈して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 932,400 － － － － － －

電子複写機の賃貸借

分任支出負
担行為担当
官宗谷森林
管理署長志
水辰雄

稚内市中央
１丁目２－７

平成21年4月1日
株式会社旭
友興林

旭川市神楽
４条５丁目１
－３２

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
恵贈して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 2,113,020 － － － － － －

平成２１年度電子複写機
賃貸契約

分任支出負
担行為担当
官上川中部
森林管理署
長小原正人

旭川市神楽
3条4丁目3
番25号

平成21年4月1日
株式会社旭
友興林

旭川市神楽
４条５丁目１
－３２

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
継続して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 1,823,220 － － － － － － 単価契約

再就職の役
員の数
（※契約の
相手方が公
益社団法人
又は公益財
団法人（特
例社団法人
又は特例財
団法人を含
む。）の場
合の記載事
項）

物品役務等の名称及び
数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

予定価格 落札率

名称 所在地
商号又は名
称

住所

随意契約に
よることと
した会計法
令の根拠条
文（企画競
争等）

競争性のない随
意契約によらざ
るを得ない理由

随意契約（物品役務等）

競争性のある契約に移
行予定のもの

契約金額 提案者の数

特別な競争
参加資格
（※提案者
の数が１の
場合の記載
事項）

備　　考

移行困難な
事由

移行予定年
限

うち農林
水産省出
身者

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）



自動車等燃料及び庁舎
等暖房用燃料単価契約

分任支出負
担行為担当
官網走中部
森林管理署
長洞下健一

常呂郡置戸
町字置戸
398-99

平成21年4月1日
株式会社ラ
ンヴァ

常呂郡置戸
町２２２番地

会計法第29
条の３第５
項、予算決
算及び会計
令第99条の
２（不落随
意契約）

－ － － － 3,595,000 － － － 1 0 なし 単価契約

平成２１年度「希少野生
動植物（シマフクロウ）」
保護管理事業の巡視委
託

分任支出負
担行為担当
官網走南部
森林管理署
髙﨑道人

斜里郡小清
水町字小清
水６５６－３

平成21年4月30日
個人（竹中
健）

（札幌市西
区八軒２条
西２丁目８
番１－２０２）

会計法第29
条の３第４
項（企画競
争）

－ － － 1,961,400 1,950,000 99.4% － － 1 0

業務のノウ
ハウ及び道
内における
類似業務の
実績を有す
こと

希少野生動植物（シマフ
クロウ）巡視委託業務

分任支出負
担行為担当
官十勝東部
森林管理署
長石井裕一

足寄郡足寄
町北3条2丁
目3-1

平成21年5月1日
有限会社田
園生態系調
査所

足寄郡足寄
町西町8丁
目1番地2

会計法第29
条の３第４
項（企画競
争）

－ － － 1,375,754 1,375,000 99.9% － － 1 0

業務のノウ
ハウ及び道
内における
類似業務の
実績を有す
こと

グループホン賃貸借契
約

分任支出負
担行為担当
官十勝西部
森林管理署
長佐山光則

帯広市東９
条南１４丁
目２－２

平成21年4月1日

ＮＥＣインフ
ロンティア
株式会社東
日本支社北
海道支店

札幌市中央
区北４条西
６丁目１－１

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
恵贈して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 907,200 － － － － － なし

省エネルギー型照明器
具の賃貸借

支出負担行
為担当官
北海道森林
管理局長
山田壽夫

札幌市中央
区宮の森3
条7丁目70

平成21年4月1日
NTTファイナ
ンス株式会
社

東京都港区
芝浦1丁目2
番1号

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
恵贈して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 1,798,392 － － － － － －

ファクシミリ通信装置の
賃貸借

支出負担行
為担当官
北海道森林
管理局長
山田壽夫

札幌市中央
区宮の森3
条7丁目70

平成21年4月1日
株式会社あ
すなろサッ
ポロ

札幌市中央
区宮の森２
条６丁目２
－５

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
恵贈して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 2,889,180 － － － － － －

電子複写機の賃貸借

支出負担行
為担当官
北海道森林
管理局長
山田壽夫

札幌市中央
区宮の森3
条7丁目70

平成21年4月1日
株式会社あ
すなろサッ
ポロ

札幌市中央
区宮の森２
条６丁目２
－５

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
恵贈して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 1,436,400 － － － － － －



構内電話交換機設備の
賃貸借

支出負担行
為担当官
北海道森林
管理局長
山田壽夫

札幌市中央
区宮の森3
条7丁目70

平成21年4月1日

株式会社北
海道日立ソ
リューション
ズ

札幌市東区
北６条東４
丁目８番地

会計法29条
の3第4項予
決令102条
の4第4号ｲ
(有利随意
契約)

現に履行中の契
約であり、他の者
に履行させること
が不利であるた
め。

当該機器を
恵贈して契
約すること
が経費面で
有利である
ため。

リース期間
満了時

－ 1,729,980 － － － － － －

ガス料金

支出負担行
為担当官北
海道森林管
理局長山田
壽夫

札幌市中央
区宮の森３
条７丁目７０

平成21年4月1日 北海道ガス株式会社

札幌市中央
区大通西７
丁目３番地
１

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

随意契約によら
ざるを得ないもの
として財務大臣
通知に記載

－ － － 4,241,686 － － － － － －

ETCカード利用

支出負担行
為担当官北
海道森林管
理局長山田
壽夫

札幌市中央
区宮の森３
条７丁目７０

平成21年4月1日
株式会社
ジェーシー
ビー

東京都港区
青山5丁目1
番22号

会計法第29
条の3第4
項、予決令
第102条の4
第3号

高速道路ETC
カードを取り扱っ
ているクレジット
会社のうち、各社
のカード発行枚
数、料金請求方
法、支払い方法
等、最も有利な
条件であること
から当社を選定

－ － － 1,078,850 － － － － － －

後納郵便料

支出負担行
為担当官北
海道森林管
理局長山田
壽夫

札幌市中央
区宮の森３
条７丁目７０

平成21年4月1日
郵便事業株
式会社

東京都台東
区蔵前１－
３－２５

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

随意契約によら
ざるを得ないもの
として財務大臣
通知に記載

－ － － 1,232,995 － － － － － －

電話料金

支出負担行
為担当官北
海道森林管
理局長山田
壽夫

札幌市中央
区宮の森３
条７丁目７０

平成21年4月1日
東日本電信
電話株式会
社

東京都新宿
区西新宿3-
19-2

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

随意契約によら
ざるを得ないもの
として財務大臣
通知に記載

－ － － 22,227,416 － － － － － －

電話料金

支出負担行
為担当官北
海道森林管
理局長山田
壽夫

札幌市中央
区宮の森３
条７丁目７０

平成21年4月1日 KDDI株式会社
東京都新宿
区西新宿２
丁目３－２

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

随意契約によら
ざるを得ないもの
として財務大臣
通知に記載

－ － － 5,362,387 － － － － － －

定期刊行購読

支出負担行
為担当官北
海道森林管
理局長山田
壽夫

札幌市中央
区宮の森３
条７丁目７０

平成21年4月1日
株式会社北
海道林材新
聞社

札幌市中央
区北４条西
５丁目

会計法第２
９条の３第４
項（光熱費
等）

随意契約によら
ざるを得ないもの
として財務大臣
通知に記載

－ － － 4,536,000 － － － － － －



平成21年度大雪・日高
緑の回廊を含む森林生
態系保護地域等の設定
に係る関連委託事業

支出負担行
為担当官
北海道森林
管理局長
山田壽夫

札幌市中央
区宮の森3
条7丁目70

平成21年5月12日
株式会社
さっぽろ自
然調査館

札幌市厚別
区厚別中央
1条7丁目1-
45

会計法第29
条の3第4項
(企画競争)

－ － － 15,777,000 15,750,000 99.8% 0 0 2 1 －

平成21年度にしんの森
再生プロジェクト推進支
援業務及び北限のブナ
復元プロジェクト推進支
援業務

支出負担行
為担当官
北海道森林
管理局長
山田壽夫

札幌市中央
区宮の森3
条7丁目70

平成21年5月25日
株式会社森
林環境リア
ライズ

札幌市東区
北6条東2丁
目2-7

会計法第29
条の3第4項
(企画競争)

－ － － 17,880,000 17,850,000 99.8% 0 0 2 1 －

平成21年度支笏・無意
根緑の回廊及び知床半
島緑の回廊における猛
禽類の管理等に係る関
連業務

支出負担行
為担当官
北海道森林
管理局長
山田壽夫

札幌市中央
区宮の森3
条7丁目70

平成21年5月25日
社団法人日
本森林技術
協会

札幌市中央
区北4条西5
丁目1

会計法第29
条の3第4項
(企画競争)

－ － － 14,230,000 14,229,600 100.0% 3 3 3 1 －


